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 介護施設サービスでは長時間の集団生活を前提とするため、利用申込に際し

て健康診断書の提出を求められることが多くあります。診断書の様式は各施設

によって異なるため、複数の診断書が必要となる利用者の経済的負担が大きく

なるという問題があります。また作成する医師の負担が大きいという課題もあ

ります。 

そこで豊川市医師会及び豊川市介護保険関係事業者連絡協議会で検討し、診

断書の項目を必要最低限に留めて共通化した『介護施設共通健康診断書』を作成

いたしました。共通健康診断書の項目以外で介護施設から求めがあり、医師がそ

れを把握している場合には診療情報の提供をお願い致します。把握していない

場合には新たな検査を求めないことと致します。また、利用者の負担軽減のため

に一定の条件をつけて複写を可能としました。 

各団体の会員へ周知のうえ、本診断書の主旨をご理解いただき、利用者の負担

軽減のためのご協力とご活用をお願い致します。 

 

 なお『介護施設共通健康診断書』の様式は「豊川市医師会ホームページ」「豊

川市介護保険関係事業者連絡協議会ホームページ」「東三河ほいっぷネットワー

ク豊川市 電子＠連絡帳システム」からダウンロード可能です。  

 

【【【【利用方法及び記載項目について利用方法及び記載項目について利用方法及び記載項目について利用方法及び記載項目について】】】】    

① 介護施設より求めがあった場合のみ利用します。（本診断書を一律に義務

付けるものではありません） 

② 胸部レントゲン撮影については原則必須とし、6 ヶ月以内に撮影しており

特に変化のない場合は、その所見に基づき記入して下さい。 

ただし診断書は、記載日より 1 年有効とします。 

陳旧性肺結核を有する場合は記載して下さい。 

在宅、身体状況、設備上の都合で実施できない場合は、自他覚所見や他の

検査所見から、呼吸器疾患の有無についてコメントをお願いします。 

③ 特記事項について、医師が有用と判断した情報を記入して下さい。 

特に感染症については肝炎ウィルス検査の実施歴があり、新たな感染が疑

われない場合、既存のデータがあれば利用して下さい。またＩＶＨ、気管

切開、留置カテーテル、褥瘡等の医療処置中で感染が疑われる場合、抗菌

薬耐性の感染巣がある場合などに限り、細菌検査を実施して下さい。 

疥癬を疑う皮膚所見や症状があれば、皮膚科受診等で確定診断をつけて下

さい。 



④ 診断書作成の時点で複写することへの同意を得ておきます。また、実際に

複写する際にも、記載医師に複写の同意を得ることとします。 

⑤ 複写は必ず原本から行い（複写の複写は不可）、複写実施者名、複写実施日、

記載医師確認日を記載・捺印します。 

⑥ 原本の管理は、本人及び家族、或いは本人から文書で委託を受けた介護支

援専門員が行います。 

⑦ 本診断書は、介護施設の利用申込み時のみ使用するものとし、個人情報の

取り扱いには十分注意して下さい。 

 

【【【【介護サービス利用時の健康診断書について介護サービス利用時の健康診断書について介護サービス利用時の健康診断書について介護サービス利用時の健康診断書について    厚生労働省Ｑ＆Ａ（抜粋厚生労働省Ｑ＆Ａ（抜粋厚生労働省Ｑ＆Ａ（抜粋厚生労働省Ｑ＆Ａ（抜粋）】）】）】）】    

「主治医からの情報提供等によっても必要な健康状態の把握ができない場

合には、別途利用者に健康診断書の提出を求めることは可能であり、その費

用については原則として利用申込者が負担すべきものと考えられる。～中略

～ただし、この場合でも、利用申込者の負担軽減の観点からも、第一にサー

ビス担当者会議における情報の共有や居宅療養管理指導による主治医から

の情報提供といった介護保険制度の活用に努めることが望ましく、事業者が、

安易に健康診断書の提出を求めるといった取扱は適切でない。」 

 

【【【【費用と保険診療費用と保険診療費用と保険診療費用と保険診療について】について】について】について】    

 共通健康診断書の文書料及び検査にかかる費用は自由診療であり、金額の 

統一は独占禁止法に抵触するので、各医療機関で患者の負担にならない程度 

で設定して下さい。 

  健康診断書に代えて、或いは健康診断書以外の情報について別途、日常診 

療で知り得ている情報を診療情報提供書で提供する場合は診療情報提供料を 

算定することができます。その場合、老人保健施設や介護療養型医療施設に対

しては直接発行でき、特養の場合でも、その配置医師の所属する医療機関に対

して発行することができます。しかし、デイサービス（通所介護）に対して発

行は不可であり、その場合は居宅介護支援事業所に対して発行することによ 

り対応できます。但し、この場合（診療情報提供料(Ⅰ)の注 2、注 3）は、同 

一月に居宅療養管理指導料と併せて算定は不可となります。 


